
「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」

強
化
週
間

　

学
校
に
お
け
る
「
い
じ
め
」
や
家
庭
内

に
お
け
る
児
童
虐
待
等
、
こ
れ
ら
の
子
ど

も
を
め
ぐ
る
人
権
問
題
の
解
決
を
図
る
た

め
の
相
談
活
動
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
専
用
相
談
電
話
「
子
ど
も
の
人

権
１
１
０
番
」
強
化
週
間
を
実
施
し
ま
す
。

　

相
談
内
容
は
い
じ
め
、
体
罰
、
虐
待
な

ど
内
容
は
問
い
ま
せ
ん
。
相
談
に
は
法
務

局
職
員
ま
た
は
人
権
擁
護
委
員
が
応
じ
、

秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

■
実
施
期
間

　

８
月
26
日
（
金
）
～ 

９
月
１
日
（
木
）

■
実
施
時
間

　

平
日　

午
前
８
時
30
分 

～ 

午
後
７
時

　

土
・
日　

午
前
10
時 

～ 

午
後
５
時

※
た
だ
し
土
曜
・
日
曜
に
お
い
て
は
福
岡

　

法
務
局
、
福
岡
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

　

に
お
い
て
対
応
し
ま
す
。

■
専
用
電
話
番
号(

全
国
共
通
・
無
料)

　
☎
０
１
２
０

－

0
0
7

－

1
1
0

※
Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は
接
続
で
き
ま
せ
ん
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　

☎
０
９
９

－

2
5
9

－

0
6
8
4

▲ HP からも 
 　相談可能

移
動
教
育
委
員
会
と
地
域
住
民

と
の
意
見
交
換
会

　

市
民
の
皆
様
に
教
育
委
員
会
の
活
動
に

理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
会
議

は
原
則
公
開
し
て
い
ま
す
。

　

通
常
、
市
民
館
で
開
催
し
て
い
る
会
議

を
、
多
く
の
市
民
の
皆
様
に
傍
聴
し
て
い

た
だ
く
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

■
開
催
日　

８
月
８
日
（
月
）

■
場
所　

水
之
上
小
学
校

〇
移
動
教
育
委
員
会

■
時
間
　
午
後
２
時 

～ 

午
後
３
時
15
分

■
内
容

・
垂
水
市
教
育
委
員
会
の
事
務
の
点
検
及
び

　

評
価
に
つ
い
て
（
議
案
）

・
学
校
教
育
・
社
会
教
育
・
市
民
ス
ポ
ー
ツ

　

等
に
関
す
る
事
項
（
報
告
）

■
傍
聴
方
法
　

　

開
催
時
間
の
５
分
前
ま
で
に
受
付

〇
地
域
住
民
と
の
意
見
交
換
会

■
時
間
　

　

午
後
３
時
30
分 

～ 

午
後
４
時
30
分

■
テ
ー
マ

　

子
ど
も
の
健
全
育
成
の
た
め
に
、
地
域

　

特
性
を
生
か
し
、
学
校
と
家
庭
、
地
域

　

が
ど
の
よ
う
に
連
携
を
図
れ
ば
よ
い
か
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
教
育
総
務
課

　

☎
０
９
９
４

－

32

－

7
2
1
1

夜
間
中
学
に
関
す
る

ニ
ー
ズ
調
査
の
実
施

　

夜
間
中
学
と
は
、
様
々
な
理
由
に
よ
り
、

学
校
で
思
う
よ
う
に
学
べ
な
か
っ
た
方
た

ち
の
「
今
か
ら
で
も
学
び
た
い
」
を
応
援

す
る
学
校
で
す
。

　

現
在
、
鹿
児
島
県
に
は
、
夜
間
中
学
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
設
置
に
つ
い
て
検
討
す

る
た
め
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
ま
す
。

ぜ
ひ
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

■
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
方
法

　

①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト　

②
Ｆ
Ａ
Ｘ

■
回
答
期
限　

８
月
19
日
（
金
）

※
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
実
際

　

の
夜
間
中
学
の
様
子
を
見
る
こ
と
が
で

　

き
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
県
教
育
庁
義
務
教
育
課

　

☎
０
９
９

－

2
8
6

－

5
2
9
8

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
９
９

－

2
8
6

－

5
6
6
9

▲ 日本語

▲ 中国語

▲ 英語

▲ 詳しくは 
 　HP から

▲ 動画は
　 こちらから

相
談

「
遺
言
・
相
談
」
相
談
会

　

司
法
書
士
制
度
１
５
０
周
年
を
記
念
し

て
、
全
国
一
斉
の
司
法
書
士
に
よ
る
相
談

会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

■
日
時
　
８
月
７
日
（
日
）

　
　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
４
時　

■
会
場
　

・
大
隅
地
区
司
法
書
士
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

　

錦
江
町
城
元
１
０
４
３

－

4

・
Ｌ
ｉ

－

Ｋ
ａ
１
９
２
０
（
ラ
イ
カ
）

　

鹿
児
島
市
中
央
町
19

－

4

■
相
談
方
法

①
対
面
に
よ
る
面
談
相
談

②
電
話
相
談
（
当
日
の
み
）

　

☎
０
１
２
０

－

33

－

9
2
7
9

※
面
談
相
談
、
電
話
相
談
い
ず
れ
も
、
予

　

約
不
要
で
先
着
順
で
す
。

　

ま
た
、
鹿
児
島
県
司
法
書
士
会
で
は
、

　

常
時
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く

　

だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
県
司
法
書
士
会

　

☎
０
９
９

－

2
5
6

－

0
3
3
5

▲ 詳しくは 
 　こちらから
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